
様式第１号：添付書類（10）県費活用ほか 

建替え設計工事一括メニュー 補助金交付申請書 

【添付】市長が必要と認める書類 ※2025 年４月バージョン 
 

➡該当する □欄を ■ または ✔ してください 
 

【国費：新築】→ 構造計算 or 壁量及び柱の小径は令和７年４月施行の基準 □  
 

【県費：補助対象住宅】→県費の対象であることのチェック 

 □ 「貸家」ではない 

 □ 2000 年（平成 12 年）６月１日以降の新築着工ではない 

□ 2000 年（平成 12 年）６月１日以降に増築された部分は含まない 

 

  ※一つでも該当しない住宅の場合はここで終了 →市交付要綱：別表第２の適用を検討 

 

【県費：補助対象経費】→県費の適用区分のチェック 

◆県交付要項：別表１（へ）補助限度額（Ａ）→対象限度額 175 万円パターン 
 

 □ 1981 年５月 31 日以前に新築着工 ←これに該当の場合は、以降のチェックは不要 

 

□ 申請者が、県交付要項：第２条「高齢者等」のいずれかに該当する 

    □ ア）高齢者（65 歳以上） →住民票等で確認 

   □ イ）非課税世帯 …「世帯全員」が非課税である必要があります 

→市県民税額の欄が０円の市県民税（所得・課税）証明書を添付 

   □ ウ）障がいのある方等で市長が認める者 →関係手帳や書類の写しを添付 

       （身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要介護又は要支援の認定を受けた者） 

 

◆県交付要項：別表１（へ）補助限度額（Ｂ）→対象限度額 150 万円パターン 
 

□ 1981 年６月１日から 2000 年５月 31 日までに新築着工 

 

※市チェック欄【確認：   】➡県費（  ） ・従前の延べ面積→36.6 ㎡以上あるか 

・派遣事業 ／ 自費（２人以上の専門家）  ・メモ： 



（本ページ以降は参考資料となりますので提出は不要です） 
 

建替え設計工事一括『手引き』の補足資料 
＜県費の活用等に伴うキーポイント＞ 

 

◎熊本県「戸建て木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金交付要項」 

による市町村への間接補助のスキーム 
 

◆別表１（へ）補助限度額（Ａ）→対象限度額 175万円パターン 

 
 

◆別表１（へ）補助限度額（Ｂ）→対象限度額 150万円パターン 

 

 
※再掲：2025年３月 31日付け・国土交通省住宅局から都道府県・政令市宛てに周知 

「住宅局の補助事業における木造建築物に係る壁量等の基準の取扱」➡新築の場合 
 

➡国の住宅・建築物耐震改修事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）等を活用して 

 階数が 2 階以下、かつ、床面積が 300m2 以下の木造建築物を整備する場合には、以下の

いずれかの方法により構造安全性が確かめられたものであることを補助の要件とする。 
 

・構造計算により構造安全性が確かめられた建築物 ➡法 20条・令 36条等 
 

・施行後の壁量等の基準により構造安全性が確かめられた建築物 ➡令 43条・令 46条等 



※耐震診断士等の皆様におかれましては、改正法の施行に関する 

 情報等を確認のうえ法令違反等が無いよう、最善の注意を図る 

ようにお願いします。なお、熊本県内における案件の相談窓口が 

次のとおり開設されていますので掲載紹介します。 

 

◇国や関係機関による建築士等へのサポート体制 

 

 
 

※熊本県の場合は、（一財）熊本県建築住宅センターが窓口です ➡096-385-0771 

 


